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は　じ　め　に

　本県の豊富で清浄な地下水は、生活用水や工業用水として、県民の生活基盤を支えるとともに、「黒部川扇状地湧

水群」にみられるように、本県の貴重な風土、自然環境を構成する要素にもなっており、まさに「水の王国とやま」

を代表する県民共有の貴重な財産となっています。

　このことを踏まえ、県では昭和51年に「地下水の採取に関する条例」を制定、さらに平成4年には全国初の、県

内の平野部全域を対象とした「地下水指針」を策定し、地下水の保全対策として、開発行為に対する事前指導や地下

水利用の合理化・節水、また、地下水涵養対策として、透水性舗装の導入や公共下水道における雨水浸透ますの設置

などの各種施策を県民、事業者、市町村の協力のもと、総合的に推進してきました。

　その後、平成11年3月には本指針を改定し、新たな施策として「冬期間の地下水低下対策」を位置づけ、「消雪

設備維持管理マニュアル」の作成や普及・啓発、冬期間の安全水位に関する調査研究に重点的に取り組んできたとこ

ろです。

　この結果、本県における地下水採取量や地下水位は概ね横ばいに推移していますが、近年、都市化の進展や水田の

減少に伴い、地下水涵養量が減少するとともに、依然として冬期間の地下水位の低下などがみられること、さらには、

県民の意識は「本県の地下水は保全すべき貴重な財産で、今後、みんなで地下水涵養に取り組むべき」との意見が多

いことなど、新たな課題やニーズが明らかになりました。

　このような地下水をめぐる状況に適切に対応するため、平成18年3月に、2回目の地下水指針の改定を行い、取組

み目標に、これまでの「地下水の保全」に加え、「地下水の創水」を新たに盛り込むとともに、水田等を利用した地

下水涵養の推進など、取組みの拡充を図ったところです。

　このマニュアルは、地下水涵養施策を推進するために、17年度に全国で初めて環境省、富山県、魚津市の3者が

連携して実施した「休耕田等を利用した地下水涵養手法の検討」の結果をもとに作成したものであり、水田等を利用

した地下水涵養を実施する場合の具体的な手順、評価方法や役割分担等を示したものです。

　市町村や事業者におかれましては、本県の貴重な財産である地下水を次の世代に引き継いでいくため、このマニュ

アルを十分に活用し、積極的に地下水涵養対策を推進していただきますようお願いいたします。

　地下水は、大気、地表、地下及び海洋における水循環の構成要素であり、また、涵養と利用のバランスをとり、節

度ある利用を行えば恒久的に利用できる「循環資源」といえます。

　本県は、全国的にみて降水量が多く、庄川、常願寺川、黒部川等により水文地質的に優れた扇状地を有しているこ

とから、豊富な地下水に恵まれ、産業活動や日常生活に多大の恩恵を受けています。

　しかしながら、近年、社会経済状況を背景に、地下水を取り巻く状況は変化しており、都市化や水田の減少に伴い、

地下水涵養量の減少が懸念されています。

　そこで、本来の地下水涵養機能を補うよう人工的に地下水涵養を行うことによって、地下水利用と地下水涵養のバ

ランスを図り、水循環系の健全性の確保に資することが必要となっています。

地下水涵養の必要性

　地下水涵養の方法は、井戸を用いて地下に水を注入する注入法と、地表面に池等の浸透施設を設け、水を張って地

下に浸透させる拡水法の2種類があります。

主な地下水涵養手法

森林
　貯留、浸透、蒸発散
　水質浄化

水田
　貯留
　浸透

河川
　水質浄化、利水
　生物生息場、親水

畑
　遊水市街地

　洪水流出増加
　地下水涵養減少
　蒸発散量減少

湖沼
　貯留、蒸発、利水
　生物生息場、親水 森林

　貯留、浸透、蒸発散
　水質浄化

水田
　貯留
　浸透

河川
　水質浄化、利水
　生物生息場、親水

畑
　遊水
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1　候補地域の選定

　地下水涵養の候補地域の選定に当たっては、地形・地質、地下水位分布、地下水利用状況、水環境の状況等を考慮

して候補地（地域・地区レベル）を選定します。

　涵養効果を得るためには、地下に浸透した水が主要帯水層まで到達することが不可欠であることから、涵養効果が

発揮しやすい条件として、表層に粘土層が分布しないことや、地下水が河川等へ流出していない地域を選定します。

2　地下水涵養実施田の選定

　候補地域の中から、地下水涵養に利用できる水稲作付田や休耕田の状況、水源の確保、維持管理、関係機関との連

携に係る状況、周辺の土地利用状況及び利用する水源の水質等を勘案して、地下水涵養の実施田を選定します。

（1）水稲作付田や休耕田の状況

　涵養を実施する田の選定に当たっては、地域の理解が得られるという社会的な要件と、水路等が整備され、
けい

畦
はん

畔（あぜ）からの漏水が少ないといった要件を満たす必要があります。

　なお、休耕田を利用する場合には、その休耕期間が長い場合は、草の繁茂や、モグラ等の小動物の巣穴から涵

養水の横浸透による損失が懸念され、涵養に支障をきたすことが考えられます。この場合は、草刈を行い、トラ

クターで耕起することにより、効率的に地下水涵養が実施できます。

　また、休耕期間が2～3年と短いものや、灌漑期間に水稲の作付けがされている田を利用する場合は、総合的

に耕起するかどうかを検討することとなります。

　本県の特徴として、水田稲作が盛んであることから、拡水法による水田を利用した地下水涵養が有効であると考え

られます。

　このことから、水田を利用した地下水涵養の実施手順を以下に示します。

地下水涵養の実施方法について

実施手順

候補地域の選定

地下水涵養実施田の選定

詳細計画の立案・準備

涵養の実施

事業の評価

課題の抽出・改善

評価の説明

維持管理 モニタリング

地域への説明・協力要請

休耕田の状況
（1ｍ近い高さの草が繁茂している）

　草刈後（不耕起）
（数㎝の高さの草が残っている）

休耕田の涵養実施前の状況
（写真はすべて魚津市における実証調査によるもの）

耕起後
（土が掘り起こされている状態）

　水稲作付田や休耕田を利用した地下水涵養は、地下水量を増加させ、地下水位の低下の抑制や周辺の湧水量を増や

す効果があるほか、田に水を張ることにより、渡り鳥の餌取り場や水生生物の繁殖場になるなど水辺環境の創出や、

営農面でも雑草対策など耕地の荒廃防止や害獣侵入防止など、多面的な効果が期待できます。

地下水涵養の効果 涵養事業の計画

営農
（耕地の荒廃防止）

鳥の採餌場、
水生生物の繁殖場

湧水量の増加

表流水の水質浄化

ホタル等の生態の活性化

地下水量の増加
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巣穴からの漏水
（涵養実施田）

涵養実施田の下流休耕田における水溜り

モグラなどの巣穴による漏水（横浸透）

農業用水路からの導水例

　周辺農業地への漏水例

湧出箇所

涵養実施田涵養実施田
流出

流入

水源：水路

流出

流入

水源：水路

（2）水源の確保

　涵養に使用する水源は、水質と水量を考慮

する必要があります。

　基本的には、沢水など水利権が設定されて

いない水を利用することが望ましいです。

なお、準用河川及び沢水等の普通河川であっ

ても、市町村の河川管理者と調整・協議が必

要です。

　また、農家の協力を得て営農行為の一環と

して湛水を行い、水田の多面的機能のひとつ

として地下水涵養を実現できますが、この場

合も土地改良区など関係機関と調整・協議す

る必要があります。

（3）関係機関との連携

　地下水涵養の実施に当たっては、計画段階から、関係機関と調整・協議し、連携を図る必要があります。また、

水利権等の設定状況や河川法等による許認可等の必要性、さらに、急傾斜地崩壊危険区域、砂防指定地、地すべ

り防止区域等の関係法令の指定状況についても把握しておく必要があります。主な関係機関を以下に示します。

・1級河川の水を使用する場合：国または県の河川管理者

・2級河川の水を使用する場合：県の河川管理者

・準用河川及び普通河川の水を使用する場合：市町村の河川管理者

（さらに上記のうち、農業用水路を経由して水を使用している場合は、土地改良区等との協議が必要。また、

河川水を起源としない雨水・ため池等を起源とする農業用水路の水を利用する場合も、土地改良区等との協

議が必要。）

・砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域の指定状況：県（砂防課）

　各機関に対して事業の趣旨や実施方法の概要を説明し、協議を十分に行い、必要な手続きを行う必要がありま

す。

（4）周辺の土地利用状況

　地下水涵養では、横浸透による周辺への漏水や、

大雨時のオーバーフロー等の課題が挙げられます。

そのため、涵養田近隣の土地利用は、水稲作付田、

休耕田、空地等が適していると言えます。

　特に、涵養田下流側の直近に畑作物がある場合、

横に浸透した水が、作物に影響を与える可能性もあ

ります。また、涵養田下流側の直近が民家の場合も

同様に、横に浸透した水が、建物の床下に湿気をた

める等の問題が懸念されることから、涵養田下流側

直近に畑や民家がないことを条件とすることが望ま

しいです。

（5）水質の安全性について

　地下水汚染の未然防止の観点から、上流に工場・事業場が存在しないなど、上流域の土地利用状況や利水・排

水状況を十分に把握するとともに、地下水涵養実施前に、流入する水源の水質分析を行い、地下水の水質保全上

の問題がないかを確認する必要があります。また、地質的な自然由来の地下水汚染が見られる範囲においては十

分な検討が必要です。

3　地域への説明・協力要請

　地下水涵養実施に当たっては、休耕田又は水稲作付田の提供者、隣接農地所有者、地元住民の協力が不可欠であり、

事業の趣旨や実施内容について理解を得るために、資料等を用意し、説明会を行います。対象は、地元地域（自治会、

地権者）、関係団体（土地改良区、水利組合、JA等）のほか、近隣の大規模な地下水利用者にも参加を求めることも

検討します。

漏水した水による水溜り
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水面

標尺

③－④

導水・排水設備の設置例

流入量等の測定方法別の適応流量

浸透試験の概念図

4　詳細計画の立案・準備

　水量の確保、モニタリング及び維持管理等について詳細な実施計画を立案し、地下水涵養に向けた準備を行います。

（1）必要水量の確認（浸透試験）

　地下水涵養事業に必要とされる水量を予め把握するとともに、損失を少なくする工夫を検討する必要がありま

す。そこで、選定した涵養実施田で、実際に地下水涵養量を実測します（浸透試験の実施）。

　方法としては、まず、下図に示すように、涵養実施田に満水になるまで水路等から水を引き、流入口と流出口

を閉じて、涵養田の水の出入りが無い状態にし、一定時間、涵養実施田の水位低下量を測定し、涵養実施田面積

と水位低下量から浸透量を算出する方法です。この結果から、当該地域での使用水量を算定し、水量に見合った

水源を確保します（一筆減水深法）。

①涵養実施田へ満水になるまで導水

②涵養実施田への導水を止め、排水口も閉じて、涵養実施田での水の出入りを止めます。

③浸透試験開始時の標尺の値

④数時間後の標尺の値

⑤水田の面積×（③－④）／時間

　⑤が、浸透量（浸透高に換算すると減水深）となり、この結果から、当該地域での使用水量を算定し、水量に

見合った水源を確保します。

（2）水源の確保

　水源を確保するため、水路の位置や流量の把握を行います。

（3）水質の確認

　地下水涵養に用いる水源は、清浄な水質で地下水汚染を招かないよう細心の注意を払う必要があります。その

ため、計画時には地下水涵養に使用する用水の水質分析を行い、安全性を確認します。

（4）維持管理費用の検討

　事務費、涵養田の借地代、水質分析費、草刈や耕起費、パーシャルフリューム等の施設費、ごみの除去等の維

持管理費及びモニタリング費を算定します。

（5）涵養効果の検討方法

　地下水涵養量や水環境の保全・創出などの効果の解析を検討します。

5　地下水涵養の実施

（1）導水及び排水設備の設置

　涵養実施田への導水方法は、基本的には既存の水路の水位を堰等を用いて上昇させ、涵養実施田へ流入させま

す。このとき、流入・流出量の調節や測定できるような設備を設置します。

　写真の例では、正確な浸透量を把握するために用いる器材類を設置しています。涵養実施田の流入口にパーシ

ャルフリュームを設置し、涵養実施田の排水口に三角堰及び水位計を設置しています。ただし、これは、正確な

浸透量を把握するための方法として例を示したものであり、概算の浸透量でかまわない場合には、水位計を設置

せず、パーシャルフリュームや涵養田に設置した標尺の値を観測員が読み取ることで計測する方法も考えられま

す。

　なお、大量に導水しパーシャルフリュームを使用するような場合は、堰の高さは相当に上がるため、降雨によ

り、堰の上流でオーバーフローする可能性があります。このため、堰の高さは慎重に検討するとともに、降雨時

の点検や準備も必要になります。

（2）流入・流出量測定器材の選択

　パーシャルフリューム、三角堰、標尺の3つの測定方法は、それぞれ流入量の適用範囲が異なるため、浸透試

験より求められた浸透量を考慮して、測定方法を選びます。下表に、測定方法の適応流量を示します。

　25ｍ3／日以下の場合は標尺、25～350ｍ3／日の場合は三角堰、350～1,300ｍ3／日の場合はパーシャルフ

リュームを用いることとします。

休耕田
田面

水位観測水位観測

三角堰

流入流入

堰上げ堰上げ

データ記録装置データ記録装置

パーシャルフリュームパーシャルフリューム

注　１　）三角堰は、越流高さ１０㎝として計算。
　　２　）標尺は、５００㎡の水田で５０㎜／日程度として計算。

測定方法

パーシャルフリューム

三角堰

標　尺

流量（ｍ３/日）

３５０～１,３００

２５～３５０

～２５

測定内容

流入量測定用

流入量、流出量測定用

浸透量測定

涵養の実施

（注意事項）

①休耕田を使用する場合は、田面の凹凸が大きいため、浸透量測定時には田面（地面）が水の上に出る前までの時間を計

測する必要があります。

②休耕田の場合、雑草で覆われ、水深を測ることが困難な場合があります。この場合は、草刈をして、湛水スペースを

確保する必要があります。

③休耕田に水を張った直後は、乾燥していた土壌が水分を吸収するため、浸透試験の観測は、この土壌の水分吸収を考

慮して1週間程度湛水した後に実施することが望ましいです。
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パーシャルフリュームによる流入量測定

三角堰による流量の把握

必要水量別導水・排水設備概念図

流出

標尺

必要水量
～25ｍ3/日

減水深
～50㎜/日

ケース３　浸透量が少ない場合

流入

三角堰

【凡　例】

パーシャルフリューム

（減水深は、500㎡の涵養田を想定した場合の値である）

水位計設置箇所

用水路から導水

標尺設置箇所

三角堰

ケース２　浸透量が中程度の場合ケース１　浸透量が多い場合

必要水量
25～350ｍ3/日

減水深
50～700㎜/日

必要水量
350～
1,300ｍ3/日

減水深
700～
2,600㎜/日

6　維持管理

　涵養の実施中は、流量の調整、流入ゴミの撤去、水漏れの有無の把握を行う必要があります。

①　定期点検

　流量の調整、ゴミの除去、周辺への水漏れ状況の確認を行うとともに、点検表を作成して、点検内容を記録

します。

　なお、定期点検は毎日、同時刻に行うことが望ましいです。

②　荒天時の点検

　強風や降雨の後、水路に草等のゴミが大量に入り込むことがあります。水路に入り込んだ大量のゴミは、流

入口をふさいだり、流入量を減少させる場合があります。このため、強風や降雨後には速やかに点検し、涵養

実施田への流入口周辺の清掃（ゴミの除去）を行うことが必要です。

7　モニタリング

　事業の評価を行うため、地下への浸透量（涵養量）を測定する必要があります。また、周辺井戸の地下水位や水質

なども併せて測定することが望ましいです。

（1）浸透量の把握

　地下水涵養により浸透した水量を求めることで、実施期間中の地下水の涵養量を把握することができます。

　地下水涵養期間中に測定した流入量、流出量記録より毎日の浸透量を求め、実施期間中に浸透した水量を把握

します。

①　流入・流出量の測定方法

ａ）パーシャルフリューム（流入量の測定）

　パーシャルフリュームは、右図に示す標尺設置箇所

付近を通過する断面（水深）から、換算式を用いて流

量を計算することができます。正確な流量を把握する

には、図のとおり、水位計を設置し、刻々と変化する

水深データから、1 時間毎の流量を計算することが望

ましいが、概算流量を求める場合は、1 日に 1 ～ 2 回

程度の観測員による観測とします。

　観測員による観測は、標尺の値を読み取り、観測野

帳に観測時間とともに記録します。

ｂ）三角堰を用いて流入・流出量を把握する場合

　パーシャルフリュームのほかに、流量を把握する方

法として、三角堰を用いて換算式から流量を求める方

法があります。

　三角堰は、右図に示すように、三角形に切られた堰

を通過するときの通過断面の高さから求める方法です。

測定は、図のように、ものさしを三角形の頂点にあわ

せて測定します。

　測定頻度は、水位計等を用いて 1 時間毎とすること

が望ましいが、概算流量を求める場合は、1 日に 1 ～

2回程度の観測員による観測とします。

②　浸透量の算出方法

ａ）パーシャルフリューム又は三角堰を用いた場合

　流入量はパーシャルフリューム又は三角堰を用いて、

流出量は三角堰を用いて流量を測定した場合の浸透量

の計算式を以下に示します。

ｂ）標尺を用いた場合（田面水位の把握）

　浸透量が小さい場合、涵養実施田を満水にした後、水位が低下するのに数日かかることがあります。この

ように浸透量の小さい涵養実施田では、水路等から導水する流入量は小さくてかまいません。そこで、短時

間で、涵養実施田を満水にし、毎日の水位の低下量（標尺の値）から、浸透量を把握することができます。

次ページに、標尺のほかに、水位を自動で測定できるように、水位計を設置した状況を示します。

　なお、地下への浸透量が小さいため、降雨や蒸発の影響を受けやすくなるため、最寄りの気象観測所の雨

と気温のデータを入手し補正する必要があります。

浸透量 流入量 流出量 降水量 蒸発量 涵養実施田
面　　積＝ － －＋（ ）×
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標尺等による水位測定

水面高さの変化量

実施後の水位
実施前の水位

　蒸発量を求めるには、ソーンスウェイト法等の平均気温から計算する方法を利用するか、蒸発計による実

測による方法が考えられますが、17年度に実施した実証調査結果では、晴天時にはおよそ 5 ㎜／日であっ

たため、概算値として、蒸発量を5㎜／日を使用することも可能です。

（2）周辺井戸水位・水質の把握

　周辺の既設井戸や地下水モニタリング井戸での地下水位測定が可能な場合、定期的に地下水位を測定し、涵養

事業による地下水位の上昇の確認を行います。また、地下水位だけでなく定期的に採水し、水質調査を行うこと

が望ましいです。

事業の評価
7　事業の評価

　地下水の涵養効果は、浸透量により評価することを基本としますが、地下水指針に定める地下水区別の適正揚水量

との比較や周辺地域の地下水位上昇量によって評価することも考えられます。

　また、周辺地域に湧水池等がある場合には、地下水涵養によって湧水量が増加することが期待できることから、湧

水量の経時的な変化を把握し評価するなど、水循環系の健全性の確保の点から総合的に評価することも望まれます。

　さらに、地下水涵養の前後に営農が実施された場合には、実施前後の状況をヒアリングし（雑草や有害動物の状況、

収穫量の変化など）、営農面での効果が見られたかどうか確認することが望ましいです。

8　課題の抽出・改善

　地下水涵養を実施して生じた課題を整理して、現場での対応を検証し、よりよい対策方法を検討し、次年度以降の

事業に役立てます。

9　評価の説明

　地域住民と情報を共有し、地下水涵養実施中も含め、報告会や学習会を開催し、理解しやすい資料を配布し、住民

とのコミュニケーションを図る必要があります。

　地下水涵養の推進に当たっては、市町村、地域、関係団体、国や県、研究機関や民間団体及び事業者が連携・協働

する必要があります。

　地下水涵養の推進において、各主体は、次のような役割を担うことが望まれます。

　　【役割分担】実 施 主 体：市町村（事業者の参画･協力）

　　　　　　　　技術的支援：県、国、研究機関

　　　　　　　　協　　　力：自治会等地域、土地改良区等関係団体

地下水涵養の推進に向けて

浸透量 涵養実施田面積 蒸　発 降水量＝ ＋水位差 －×（ ）

蒸発

地下水涵養

市町村

普及・推進
・啓発

参加・協力

連携・協力

参加・協力

助言・支援
助言・支援

支援・協力

地下水涵養

国・県

●　健全な水循環系の確保　●

●　営農への効果　●

●　地下水・地盤環境の保全　●

●　水環境の保全・創出　●

研究機関
民間団体

関係団体
（土地改良区、水利組合、JA等）

地域
（地権者・自治会）

事業者
（大規模地下水利用者等）

水位差

ごみよけメッシュ

水位計センサー
を内蔵

標尺（目盛）

事業の改善
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1　事前準備

①　涵養試験の候補地の選定及び説明会の開催

　涵養試験の協力体制を取れる自治会への呼びかけを行い、説明は市の担当職員が行った。

②　試験田提供者への協力要請

　候補地で試験田の地権者に協力を要請し、休耕田0.24haの農地を確保した。

③　水源の確保について

　候補地周辺の沢水や農業用水などの水系調査を行った結果、沢水が確保でき、用水路から導水する計画とし

た。

④　関係機関との協議

　涵養田への導水に水路を使用するため、水路の使用許可を、土地改良区に申請（目的外使用承認）。

⑤　涵養実証試験実施

　上記の手順を踏み17年10月から、環境省、富山県、魚津市の３者協働で、地下水涵養実証試験を実施した。

2　事業の実施

①　休耕田の湛水

・休耕田3筆24アール（休耕期間約20年）

　　　　田Ａ：   732㎡（湛水　上流側）

　　　　田Ｂ：   639㎡（湛水　下流側）

　　　　田Ｃ：1,029㎡（下流側　観測用）

・非潅漑期（10～12月末）に実施

　　　　草刈り　→　湛水①　→　耕起　→　湛水②

　　　　　　　　　１か月　　　　　　１か月

②　調査結果

　涵養池に相当する涵養量があり、十分な効果があった。耕起により20～30％涵養量が減少するが、漏水防止等のため
耕起後に湛水した方が良い。
　なお、涵養水源及び地下水とも水質は清浄であった。

お　わ　り　に

　本マニュアルの策定には、以下に示す6名の地下水涵養手法検討委員を中心に、県内の関係機関等から、現地調査

の方法や解析方法などのご指導を受けました。また、環境省、魚津市民生部環境保全課及び魚津市島尻地区住民の方々

には多大なご協力をいただきました。ここに厚く御礼申し上げます。

氏　　名

佐　竹　　　洋

高　本　一　恵

長谷川　　　修

林　　　靖　太

広　瀬　慎　一

藤　縄　克　之

職　名　等

富山大学理学部教授

富山県農協女性組織協議会会長

国土交通省北陸地方整備局富山河川国道事務所副所長

富山県土地改良事業団体連合会専務理事

富山県立大学短期大学部長　環境システム工学科教授【委員長】

信州大学工学部教授

参 考 魚津市における実証調査結果

パーシャルフリューム
（田流入量を測定）

三角堰
（田流出量を測定）

水路を流れる
水を取り込む

水位観測

パーシャルフリューム
（田流入量を測定）

三角堰
（田流出量を測定）

水路を流れる
水を取り込む

水位観測
蒸発計

　涵養池に相当する涵養量があり、十分な効果があった。
耕起により20～30％涵養量が減少するが、漏水防止等
のため耕起後に湛水した方が良い。
　なお、涵養水源及び地下水とも水質は清浄であった。

涵養量　田Ａ＋田Ｂ（14㌃） 10㌃当たり涵養量

耕起前

耕起後

984ｍ3／日

706ｍ3／日

718ｍ3／10㌃・日

515ｍ3／10㌃・日

田Ｃ

田Ｂ
田Ａ

田Ｃ

田Ｂ
田Ａ

休耕田24㌃

観測孔下流

観測孔直下

観測孔上流

片貝川

魚津市島尻周辺

片貝川扇状地扇頂部

魚津市市街地

用水

【地下水涵養事業実施場所】

（職名等は18年3月現在）


